
開発許可位置マップについて 

「開発許可位置マップ」では、中野区内で開発行為が行われた区域と開発登録簿調書の情報を確認するこ

とが出来ます。開発許可位置マップの利用方法を以下に記載しておりますので、ご利用の際はご一読くださ

い。また、開発登録簿の写しの交付申請を電子申請フォームで事前申請をするためには、なかのデータマッ

プの開発許可位置マップから申請に必要な情報を確認する必要があります。 

 

1. 中野データマップへのアクセス 

 中野区ホームページのトップページの中段にある便利なサービスにから、「統合型 GIS（マップ）」をク

リックして、「なかのデータマップ」を開いてください。 

なかのデータマップ URL：https://www2.wagmap.jp/nakanodatamap/Portal 

 

 

 

以下のページが開かれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリックしてください 



2. 開発許可位置マップを開く 

 なかのデータマップの掲載マップ一覧から「都市計画・まちづくり」をクリックして「開発許可位置マ

ップ」を開いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリックしてください 

開発許可位置マップ 

クリックしてください 

クリックすると以下の画面が表示されます 



 

 

開発許可位置マップをクリックすると利用にあたってのマップの説明と利用規約が表示されます。内容を

ご確認の上、下段の「同意」をクリックすると開発許可位置マップが表示されます。 
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マップの説明と利用規約を確認し、クリックしてください 



3. 開発許可位置マップで開発行為の区域を確認する 

 開発許可があった地区を地図で表示します。住所検索や地図をクリックすることで、調べたい地区を地図で表示できます。 

 

  

入力した住所周辺が

表示されます 

選択した施設周辺

が表示されます 

地図上でクリックした地点の周辺が表示されます 



4. 開発許可位置マップで開発行為の情報を確認する 

 住所検索や地図をクリックすると以下のマップが表示されます。地図の初期表示画面では縮尺 1/10,000 で表示されます。確認しやすい縮尺に設定してくだ

さい。地図上でピンク色の線で囲われた区域は、開発行為が行われた区域です。開発行為が行われた区域をクリックすると、開発登録簿の情報を確認すること

が出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開発行為が行われた区域をクリックすると、クリックした地点にフラグが表示されます。開発行為の詳細情報欄に開発登録簿の情報を確認することが出来ま

す。詳細情報で表示される「番号」、「許可日」、「許可番号」、「位置」については開発登録簿の写しの交付申請の電子申請フォームで事前申請するために必要な

情報です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
詳細情報で表示された「番号」、「許可日」、「許可番号」、「位置」の情報は 

開発登録簿の写しの交付申請の電子申請フォームで入力が必要な情報です 



 

5. 電子申請フォームによる開発登録簿の写しの交付申請（事前申請）の申請方法 

「開発許可位置マップ」で表示した情報を電子申請フォームで入力して下さい。 

 

（位置） 

弥生町 6丁目 20-22、45-3、45-13、20-2の一部、20-20の一部 

45-4の一部、45-9の一部、45-12の一部 

（許可日） 

平成 28年 1月 8日 

（許可番号） 

第 1号 

（番号） 

156 

【開発許可位置マップで表示した詳細情報】 【開発登録簿の写しの交付申請を電子申請フォーム入力欄】 


